
枚方事業所人権推進連絡会規約 

 

（名称） 

第１条 本会は、枚方事業所人権推進連絡会(以下｢連絡会｣)と称する。 

（目的） 

第２条 この連絡会は、同和問題をはじめとする人権の課題について、企業自らも社会的責任にお 

 いてその解決を図るため、企業相互の協力体制を充実するとともに、関係行政機関と連携を図り 

推進していくことを目的とする。 

（組織） 

第３条 連絡会の会員は、枚方市内の公正採用選考人権啓発推進員を設置する事業所及び連絡会 

の目的に賛同する事業所等をもって組織する。 

（事業） 

第４条 連絡会は、第２条の目的を達成するため次の事業を行なう。 

１．人権の課題に関する研修、講習会等の開催 

２．人権の課題に関する啓発活動 

３．人権の課題に関する情報、資料の交換 

４．その他、目的達成のための必要な事業 

（役員） 

第５条 連絡会に次の役員を置く。 

 １．会 長   １名    ２．副会長  若干名 

 ３．幹 事  若干名    ４．会計監査  ２名 

（役員の選出及び任期） 

第６条 役員は第３条にかかげる者のなかから総会において選出し、役員の任期は２年とする。 

ただし、再任は妨げない。 

２．役員に欠員が生じたときは、その役員の所属する後任者がこれに当たりその期間は前任者の残  

任期間とする。 

（役員の任務） 

第７条 役員の任務は、次のとおりとする。 

１．会長は、連絡会を代表し会務を総括する。 

２．副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

３．幹事は連絡会の企画運営を行なう。 

４．会計監査は、会計全般を監査し、総会に報告する。 

（協力機関） 

第８条 連絡会の運営を円滑に進めるため、次の各機関に指導、協力を求める。 

枚方市 枚方公共職業安定所 北大阪労働基準監督署 枚方年金事務所 

その他 関係機関 

（会議） 



第９条 会議は総会及び役員会とし必要に応じてその都度開催する。 

（総会） 

第１０条 総会は連絡会の最高決定機関とする。 

１．総会は毎年１回会長が招集する。 

ただし会長が必要と認めたときは、臨時に総会を招集することができる。 

２．総会は、会員の半数の出席により成立し、その議事は出席会員の過半数により決定する。 

（総会の決定事項） 

第１１条 次の事項は、総会に付議しなければならない。 

１．規約の改廃 

２．活動報告及び活動方針 

３．決算及び予算 

４．その他役員が必要と認めた事項 

（役員会） 

第１２条 役員会は連絡会の執行機関とし、会長が必要に応じ適宜これを招集する。 

（会費等） 

第１３条 連絡会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。 

会費は、一事業所につき年額６，０００円（月額５００円）とする。但し、年度途中の入会者に 

ついては、月額に順じて徴収する。 

（事務所） 

第１４条 本会の事務所を枚方市市長公室人権政策課（枚方市大垣内町２－１－２０）に置く。 

（その他の事項） 

第１５条 この規約に定めるものの他、必要な事項は会長が別に定める。 

 

附則 

１．この規約は、１９８１（昭和５６）年１１月６日から実施する。 

２．この規約は、１９８２（昭和５７）年４月１日から一部改定し、執行する。 

３．この規約は、２００３（平成１５）年４月２３日から一部改定し、執行する。 

４．この規約は、２００６（平成１８）年４月１９日から一部改定し、執行する。 

５．この規約は、２０１４（平成２６）年４月２３日から一部改定し、執行する。 

６．この規約は、２０２４（令和６）年６月６日から一部改定し、執行する。 

 


